
 

値引き対象となる一般消費者等とは 

   秋田県内の家庭・業務用消費者、ＬＰガスが供給されているコミュニティーガス団地も対象となります。 

   但し、工場などの生産現場での高圧ガス保安法上の消費者、＊国及び地方公共団体は対象外となります。 

   なお、月間消費量が 50㎥以上の業務用施設は対象外となります。 


